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○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
構
造
の
構
造
方
法
を

定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
六
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

外
壁
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
一

外
壁
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令

一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令

」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る

」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る

外
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ハ
に
定

外
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ハ
(３)
(ⅰ)

め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
屋
内
側
の
防
火
被
覆
の
取
合
い
の
部
分
、
目
地

及
び

に
掲
げ
る
構
造
方
法
を
組
み
合
わ
せ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
塗

(ハ)

(ⅱ)
(ホ)

の
部
分
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
取
合
い
等

壁
と
間
柱
及
び
桁
と
の
取
合
い
の
部
分
を
、
当
該
取
合
い
の
部
分
に
ち
り
じ
ゃ

の
部
分
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け

く
り
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ

る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

構
造
と
し
、
か
つ
、
屋
外
側
の
防
火
被
覆
の
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
厚
さ

が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
合
板
、
構
造
用
パ
ネ
ル
、
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー

ド
、
硬
質
木
片
セ
メ
ン
ト
板
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
設
け
、
又
は
当

該
取
合
い
等
の
部
分
を
相
じ
ゃ
く
り
と
す
る
も
の
に
限
り
、
ホ

及
び

(３)
(ⅰ)
(ハ)

(ⅱ)

に
掲
げ
る
構
造
方
法
を
組
み
合
わ
せ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
塗
壁
と
間
柱

(ホ)及
び
桁
と
の
取
合
い
の
部
分
を
、
当
該
取
合
い
の
部
分
に
ち
り
じ
ゃ
く
り
を
設

け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
で
造
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か

（
新
設
）

に
適
合
す
る
構
造
（
イ
に
掲
げ
る
構
造
を
除
く
。
）
と
す
る
こ
と
。

屋
内
側
の
部
分
に
次
の

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
、
か
つ

(１)

(ⅰ)

、
屋
外
側
の
部
分
に
次
の

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
て
い
る

(ⅱ)

こ
と
。厚

さ
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
（
か
さ
比
重
が

(ⅰ)
〇
・
〇
一
以
上
の
も
の
に
限
る
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
ロ
ッ

(２)
(ⅰ)

ク
ウ
ー
ル
（
か
さ
比
重
が
〇
・
〇
二
四
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
充

填
し
た
上
に
厚
さ
が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
（
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強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
張
っ
た
も
の

塗
厚
さ
が
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
網
軽
量
モ
ル
タ
ル
（
モ
ル

(ⅱ)
タ
ル
部
分
に
含
ま
れ
る
有
機
物
の
量
が
当
該
部
分
の
重
量
の
八
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

屋
内
側
の
部
分
に
次
の

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
、
か
つ

(２)

(ⅰ)

、
屋
外
側
の
部
分
に
次
の

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
て
い
る

(ⅱ)

こ
と
。厚

さ
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
又
は
厚
さ
が
五

(ⅰ)
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル
（
か
さ
比
重
が
〇
・
〇
三

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
充
填
し
た
上
に
厚
さ
が
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
張
っ
た
も
の

厚
さ
が
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
（
中
空

(ⅱ)
部
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
厚
さ
が
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

、
か
つ
、
中
空
部
を
除
く
厚
さ
が
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）
を
張
っ
た
も
の

ハ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
又
は
鉄
材
で
造
り
、
か
つ
、
ロ

に
掲
げ
る
基
準

（
新
設
）

(２)

に
適
合
す
る
構
造
（
イ
に
掲
げ
る
構
造
並
び
に
間
柱
及
び
下
地
を
木
材
の
み

で
造
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
こ
と
。

ニ

間
柱
及
び
下
地
を
不
燃
材
料
で
造
り
、
か
つ
、
次
に
定
め
る
防
火
被
覆
が

ロ

間
柱
及
び
下
地
を
不
燃
材
料
で
造
り
、
か
つ
、
次
に
定
め
る
防
火
被
覆
が

設
け
ら
れ
た
構
造
（
イ
に
掲
げ
る
構
造
を
除
く
。
）
と
す
る
こ
と
。

設
け
ら
れ
た
構
造
（
イ
に
掲
げ
る
構
造
を
除
く
。
）
と
す
る
こ
と
。

屋
内
側
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

屋
内
側
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

(１)

(１)

（
略
）

（
略
）

(ⅰ)

(ⅰ)

厚
さ
が
九
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
張
っ
た

厚
さ
九
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
（
強
化
せ
っ

(ⅱ)

(ⅱ)

も
の

こ
う
ボ
ー
ド
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
張
っ
た
も
の

厚
さ
が
七
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
又
は
ロ
ッ
ク

厚
さ
七
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
又
は
ロ
ッ
ク
ウ

(ⅲ)

(ⅲ)

ウ
ー
ル
を
充
填
し
た
上
に
厚
さ
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
合
板
、
構

ー
ル
を
充
填
し
た
上
に
厚
さ
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
合
板
、
構
造
用

造
用
パ
ネ
ル
、
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
又
は
木
材
を
張
っ
た
も
の

パ
ネ
ル
、
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
又
は
木
材
を
張
っ
た
も
の

（
略
）

（
略
）

(２)

(２)

ホ

間
柱
又
は
下
地
を
不
燃
材
料
以
外
の
材
料
で
造
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ

ハ

間
柱
又
は
下
地
を
不
燃
材
料
以
外
の
材
料
で
造
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
構
造
（
イ
に
掲
げ
る
構
造
を
除
く
。
）
と
す
る
こ
と
。

か
に
該
当
す
る
構
造
（
イ
に
掲
げ
る
構
造
を
除
く
。
）
と
す
る
こ
と
。
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・

（
略
）

・

（
略
）

(１)

(２)

(１)

(２)

次
に
定
め
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

次
に
定
め
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

(３)

(３)

真
壁
造
と
す
る
場
合
の
柱
及
び
は
り
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

真
壁
造
と
す
る
場
合
の
柱
及
び
は
り
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

は
な
い
。

屋
内
側
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

屋
内
側
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

(ⅰ)

(ⅰ)

（
略
）

（
略
）

(イ)

(イ)

ニ

又
は

に
該
当
す
る
も
の

ロ

又
は

に
該
当
す
る
も
の

(ロ)

(１)
(ⅱ)

(ⅲ)

(ロ)

(１)
(ⅱ)

(ⅲ)

（
略
）

（
略
）

(ハ)

(ハ)

屋
外
側
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

屋
外
側
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

(ⅱ)

(ⅱ)

～

（
略
）

～

（
略
）

(イ)

(ヘ)

(イ)

(ヘ)

ロ

又
は
ニ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

厚
さ
が
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
（
中

(ト)

(２)
(ⅱ)

(２)
(ⅴ)

(ⅷ)

(ト)
空
部
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
厚
さ
が
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
で
、
か
つ
、
中
空
部
を
除
く
厚
さ
が
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
）
を
張
っ
た
も
の

（
削
る
）

ロ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

(チ)

(チ)

(２)
(ⅴ)

(ⅷ)

二

令
第
百
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
非
耐
力
壁
の
外

二

令
第
百
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
非
耐
力
壁
の
外
壁

壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
（
イ
に
掲
げ
る
構
造

ロ

前
号
ロ
又
は
ハ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
（
イ
に
掲
げ
る
構
造
を
除

を
除
く
。
）
と
す
る
こ
と
。

く
。
）
と
す
る
こ
と
。

第
二

令
第
百
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
軒
裏
（
外
壁
に
よ

第
二

令
第
百
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
軒
裏
（
外
壁
に
よ

っ
て
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
と
防
火
上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の

っ
て
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
と
防
火
上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の

構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
一
第
一
号
ニ

か
ら

ま
で
又
は
ホ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か

三

第
一
第
一
号
ハ

（

及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
構
造
を
除
く
。
）

(２)
(ⅴ)

(ⅷ)

(３)
(ⅱ)
(ロ)

(ニ)

(３)
(ⅱ)

(イ)

(ホ)

(ト)

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
構
造
（
前
二
号
に
掲
げ
る
構
造
を
除
く

に
定
め
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
構
造
（
前
二
号
に
掲
げ
る
構
造
を
除
く
。

。
）
と
す
る
こ
と
。

）
と
す
る
こ
と
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


